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教　　育

スポーツ

科学技術・学術

文　　化

EDUCATION

SPORTS

SCIENCE &  TECHNOLOGY

CULTURE

文部科学大臣・副大臣・大臣政務官
（令和元年 10 月現在）

文部科学大臣  萩生田 光一

副大臣 亀岡 偉民 大臣政務官 佐々木さやか副大臣 上野 通子 大臣政務官 青山 周平
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明治　4年（1871年） 文部省設置

明治　5年（1872年） 学制を発布

昭和22年（1947年） 教育基本法、学校教育法施行

昭和24年（1949年） 科学技術行政協議会設置

昭和25年（1950年） 文化財保護法施行　文化財保護委員会設置（文部省の外局）

昭和31年（1956年） 科学技術庁設置（総理府の外局）

昭和34年（1959年） 科学技術会議設置

昭和36年（1961年） スポーツ振興法施行

昭和39年（1964年） 東京オリンピック開催

昭和43年（1968年） 文化庁設置（文化財保護委員会と文部省文化局が統合）

昭和47年（1972年） 札幌オリンピック開催

昭和59年（1984年） 臨時教育審議会設置（〜昭和62年）

平成   7年（1995年） 科学技術基本法施行

平成  8年（1996年） 科学技術基本計画策定（第1期）（〜平成12年度）

平成10年（1998年） 長野オリンピック開催

平成12年（2000年） スポーツ振興基本計画策定（〜平成23年度）

文部科学省の

総合教育政策局 初等中等教育局 科学技術・学術政策局

国際統括官

文部科学審議官（２名）

大臣官房

人事課 政策課 初等中等教育企画課 高等教育企画課 政策課

私学行政課

総務課 教育改革・国際課 財務課 大学振興課 企画評価課

私学助成課

施設企画課

会計課 調査企画課 教育課程課 専門教育課 人材政策課

参事官
（学校法人担当）

施設助成課

政策課 教育人材政策課

生涯学習推進課

児童生徒課 医学教育課 研究開発基盤課

計画課

国際課

地域学習推進課

幼児教育課 学生・留学生課 産業連携・地域支援課

男女共同参画共生
社会学習・安全課

特別支援教育課 国立大学法人支援課

情報教育・外国語教育課

教科書課

健康教育・食育課

参事官
（高等学校担当）

参事官
（施設防災担当）

文教施設企画・防災部

高等教育局

私学部

文部科学大臣

副大臣（２名）
秘書官

事務次官

大臣政務官（２名） 大臣補佐官

沿 革
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研究振興局 研究開発局

スポーツ庁長官

振興企画課 開発企画課

政策課

国立教育
政策研究所

日本学士院

基礎研究振興課 地震・防災研究課

健康スポーツ課

科学技術・学術
政策研究所

地震調査研究
推進本部

日本ユネスコ
国内委員会

学術機関課 海洋地球課

競技スポーツ課

学術研究助成課 環境エネルギー課

国際課

ライフサイエンス課

参事官
（情報担当）

参事官
（ナノテクノロジー・

物質・材料担当）

宇宙開発利用課

原子力課

参事官
（原子力損害賠償担当）

オリンピック・
パラリンピック課

参事官
（地域振興担当）

参事官
（民間スポーツ担当）

施設等機関

特別の機関

文化庁長官

特別の機関

日本芸術院

平成13年（2001年）
文部科学省発足（中央省庁再編で文部省と科学技術庁が統合）
文化芸術振興基本法施行
科学技術基本計画策定（第2期）（〜平成17年度）

平成14年（2002年）
文化芸術の振興に関する基本的な方針（第1次）策定（〜平成18年度）
完全学校週5日制実施

平成18年（2006年）
科学技術基本計画策定（第3期）（〜平成22年度）
教育基本法改正、施行

平成19年（2007年） 文化芸術の振興に関する基本的な方針（第2次）策定（〜平成22年度）
平成20年（2008年） 教育振興基本計画策定（第1期）（〜平成24年度）

平成23年（2011年）
文化芸術の振興に関する基本的な方針（第3次）策定（〜平成27年度）
科学技術基本計画策定（第4期）（〜平成27年度）
スポーツ基本法施行

平成24年（2012年） スポーツ基本計画策定（第1期）（〜平成28年度）
平成25年（2013年） 教育振興基本計画策定（第2期）（〜平成29年度）

平成27年（2015年）
文化芸術の振興に関する基本的な方針（第4次）策定（〜令和2年度）
スポーツ庁設置（文部科学省の外局）

平成28年（2016年） 科学技術基本計画策定（第5期）（〜令和2年度）
平成29年（2017年） スポーツ基本計画策定（第2期）（〜令和3年度）

平成30年（2018年）
教育振興基本計画策定（第3期）（〜令和4年度）
文化芸術推進基本計画策定（第1期）（〜令和4年度）

政策課

企画調整課

参事官
（文化創造担当）

文化経済・国際課

文化資源活用課

参事官
（芸術文化担当）

著作権課

文化財第一課

国語課

文化財第二課

宗務課

組織図
文部科学省定員 本省定員 スポーツ庁定員 文化庁定員

2,133人 1,750人 122人 261人

（令和元年10月現在）
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教育基本法に定める生涯学習の理念の実現に向
け、総合的かつ客観的な根拠に基づき、教育の
基本的な政策の企画・立案を行うとともに、人
材育成、環境整備、事業支援といった視点から、
生涯にわたる学び、地域における学び、ともに
生きる学びを推進します。

総合教育
政策局
[ そうごうきょういくせいさくきょく ]

教育政策全体を総合的・横断的
に推進し、誰もが必要なときに
学び、充実した生涯を送れる環
境を実現します

EDUCATION
教育

● 政策課

● 生涯学習推進課

● 調査企画課

● 男女共同参画共生社会学習・安全課

● 教育改革・国際課

● 地域学習推進課

● 教育人材政策課

教育改革の推進

教育基本法に基づき、第３期教育振興基本計画を策定（平成
30 年 6 月閣議決定）し、人生 100 年時代、Society5.0（超ス
マート社会）の到来に向け、「一人一人の「可能性」と「チャン
ス」を最大化すること」を今後の中心課題に据えた教育政策を推
進しています。また、在外教育施設に対する
支援や高校生の国際理解教育を実施するとと
もに、教育のグローバル化や情報化など我が
国の教育環境の変化等を迅速に捉え、時宜に
適った教育改革を推進しています。

教育政策を効果的かつ確実に実施するた
めには、総合的かつ客観的な根拠に基づく
政策立案（EBPM：Evidence-Based Policy 
Making）を推進することが不可欠であり、
学校基本調査や社会教育調査等の基幹統計調
査のほか、全国学力・学習状況調査や、諸外
国の教育事情に関する調査を行っています。

教育を支える専門人材の育成

教育政策の推進のためには、教育を支える専門人材の育成の強
化が不可欠です。

特に、学校教育の充実は、その直接の担い手である教師の資質能
力に負うところが極めて大きく、教師の資質能力の向上は子供たち
の教育の充実を図る上で重要な政策課題です。文部科学省では、教
師が専門的・実践的指導力を身に付けることができるよう、教師の
養成・採用・研修の一体的な改革を着実に進めていきます。新たな
教育課題に対応した教師の養成の見直しや、優れた人材を確保する
方策の検討、現職研修の一層の充実、管理職の養成、教職大学院
の充実等に取り組み、教職生涯にわたる職能成長を支えていきます。

さらに、社会教育主事等の社会教育関係人材や、司書教諭・学
校司書の養成・研修も併せて一体的に推進し、教育を支える専門
人材を総合的に育成します。

教職員支援機構における研修の様子

「生涯にわたる学び」の推進

人生 100 年時代においては、生涯にわたって職業人として活躍
するための能力やスキルの育成を含め、学校教育・社会教育を通じ
た「生涯にわたる学び」を推進することがより重要なものとなります。

このため、放送大学の振興や、専修学校教育の振興に加え、大
学等におけるリカレント教育や初等中等教育段階からのキャリア
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「教育基本法について」

「教育振興基本計画」
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教育・職業教育も含めた関係施策を体系的に推進することで、「だ
れでも、いつでも、どこでも学べる社会」の実現を進めています。

また、各種民間検定試験の振興や高等学校卒業程度認定試験の
実施など学びの成果を適切に評価する仕組みの設計や運用を行う
とともに、他府省の様々な生涯学習関連施策との協力を進めるな
ど、誰もが生涯に何度でも質の高い学習活動を行えるようにする
ための基盤整備に取り組んでいます。

「地域における学び」の推進

地域の方々による生活科の学習支援「野菜の先生」
（愛知県清須市 / 清須市学校・家庭・地域連携推進協議会）

人口減少社会において、活力ある社会を持続可能なものとするた
めには、住民一人一人の人生を豊かにし、地域が直面する課題の解
決や地域活性化のための学習など「地域における学び」を学校教育
や家庭教育とも連携しながら強力に推進することが不可欠です。

文部科学省では、地域の力を学校運営に生かす「コミュニティ・
スクール（学校運営協議会制度）」の導入の促進や、地域と学校
が連携・協働して、学びによるまちづくり、郷土学習、放課後子
供教室、中高校生等への学習支援（地域未来塾）等、地域全体で
未来を担う子供たちの成長を支え、地域を創生する「地域学校協
働活動」を推進するとともに、公民館・図書館等の地域の学習拠
点を整備しています。

また、身近な地域において、保護者が家庭教育に関する情報や
学習講座、相談対応を受けることができるよう、地域における主
体的な取組を支援しています。「家庭教育支援チーム」による訪
問型家庭教育支援体制の構築の推進や、子供たちの基本的な生活
習慣の改善のための「早寝早起き朝ごはん」国民運動を推進して
います。

さらに、青少年の豊か
な人間性や協調性などの
社会を生き抜く力を育む
ため、国際交流を含めた
青少年の様々な体験活動
を推進しています。国立
青少年教育振興機構で
は、全国に 28 ある国立
青少年教育施設におい
て、体験活動の機会と場
を提供するとともに、民
間団体が実施する子供の
体験活動への支援等を
行っています。

加 え て、 第 4 次「 子
供の読書活動の推進に関
する基本的な計画」（平

成 30 年 4 月閣議決定）に基づき、乳幼児期・小学生期・中学生期・
高校生期の各発達段階に応じて、読書習慣の形成や読書への関心
を高める取組を進めているほか、主権者に求められる力の養成に
係る方策についての検討を行い、主権者教育を推進しています。

「ともに生きる学び」の推進

互いを認め、支え合い、誰もが自信と誇りをもって社会に参画し、
性別や国籍の違い、障害の有無などにかかわらず人々が安全安心
に生き生きと暮らしていくためには、人々の社会参画と活躍の基
盤となる学びの環境整備が必要です。

男女共同参画社会基本法やそれに基づく政府の「男女共同参画
基本計画」を踏まえた男女共同参画社会形成に関する学習活動、
障害者の生涯学習や外国人児童生徒等への指導など「ともに生き
る学び」を総合的に支援し推進しています。

また、子供の登下校中の交通事故や、自然災害、不審者事案等
に対して、地域ぐるみで子供の安全を守る環境を整備することや、
子供が自らの安全のため主体的に行動し、ま
た社会の安全にも貢献する資質・能力を育む
安全教育を充実するなど地域と連携した質の
高い学校安全の取組の推進、ネットを通じた
犯罪被害防止などの青少年の有害環境対策、
成年年齢引き下げを見据えた消費者教育の
一層の充実を図り、安全・安心な共生社会の
実現を目指しています。

協力して地域防災マップを作成する児童（高知県教育委員会）
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「学校と地域でつくる
学びの未来」

「青少年健全育成」

「学校安全ポータル
サイト」

「子供たちの未来を
はぐくむ家庭教育」

「国立青少年教育振興機構」「早寝早起き朝ごはん」
全国協議会

「子ども読書の情報館」

子ども読書の日ポスター
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「生きる力」の育成

子供たちが全国どこにいても一定水準の教育を受けられるよう
にするため、各学校が教育課程を編成する際の基準として学習指
導要領等を定めています。

人工知能（AI）の急速な進化やグローバル化の進展などに伴い、
社会の変化が加速度を増し、複雑で予測困難になる中、子供たち
が未来を切り拓

ひ ら

くために必要な資質・能力を確実に育成するため、
平成 29 年３月に幼稚園教育要領及び小・中学校学習指導要領を、
平成 30 年３月に高等学校学習指導要領を改訂しました。

また、特別支援学校学習指導要領については、平成 29 年４月
に特別支援学校学習指導要領（幼稚部及び小学部・中学部）を、
平成 31 年２月に特別支援学校学習指導要領（高等部）を改訂し
ました。

新学習指導要領では、よりよい学校教育を通じてよりよい社会
を創るという目標を共有し、社会と連携・協働しながら資質・能
力を育む「社会に開かれた教育課程」の実現を図っています。そ
の上で、主体的・対話的で深い学び（いわゆるアクティブ・ラー
ニング）の視点からの授業改善やカリキュラム・マネジメントの
充実を通して、これからの時代に求められる資質・能力を一層確
実に育むことを目指しています。

文部科学省では、趣旨の周知・徹底、新学習指導要領を踏まえ
た取組事例の収集・普及などを通じて、新学習指導要領が目指す
教育を実現するための取組を一つ一つ確実に進めています。

また、平成 30 年度から小学校で、令和元年度から中学校で「特
別の教科　道徳」が全面実施され、児童生徒が答えが一つではな
い道徳的な課題を自分自身の問題として捉え、本音で語り、向き
合う「考え、議論する」道徳へと質的な転換を図っていくための
取組を進めています。

平成 19 年度からは、「全国学力・学習状況調査」を、小学 6 年・
中学 3 年の児童生徒を対象に、国語、算数・数学（平成 24 年度、
平成 27 年度及び平成 30 年度は理科を、平成 31 年度は中学校
英語を追加）について実施しており、調査結果を活用して、教育
及び教育施策の改善に向けた全国的な取組を進めています。

教職員指導体制の整備

全ての国民に対して義務教育の機会を均等に保障するとともに、
その水準の維持向上を図るため、学校教育環境の中で重要な要素で
ある学級規模や教職員の配置については、法律によって、その標準

EDUCATION
教育

全ての子供たちに確かな学力や豊かな心、健や
かな体のバランスを重視した「生きる力」を育
む教育を実施するとともに、我が国の将来を担
うグローバル人材の育成を推進します。また、
教員の資質能力向上の取組や教職員指導体制の
整備などを通じ、全国的な教育水準の維持・向
上を図っています。

初等中等
教育局
[ しょとうちゅうとうきょういくきょく ]

世界トップレベルの学力と規範
意識等の育成を目指し、初等中
等教育の充実を図ります

● 初等中等教育企画課

● 教科書課

● 幼児教育課

● 教育課程課

● 参事官（高等学校担当）

● 情報教育・外国語教育課

● 財務課

● 健康教育・食育課

● 特別支援教育課

● 児童生徒課
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が定められています。また、公立小・中・高等学校の教職員の身分
は地方公務員で、義務教育については、これらの教職員の給与費の
3 分の 1を国が負担しています（義務教育費国庫負担制度）。

こうした制度を通じて、国として、教育の目的の多面性と教育の
手段の多様性を踏まえて政策効果を総合的に把握しながら、義務教
育をはじめとする学校教育における教職員等指導体制の整備・充実
を図っています。

また、現在の学校は、子供を取り巻く環境が複雑化・多様化
するとともに、学校教育の質的充実に対する社会的要請も高まる
中、教員の専門性だけでは対応が困難になっています。そのため、

「チーム学校」の考え方の下、教員に加えて多様な専門スタッフを
配置し、様々な業務を連携・分担することで、学校の教育力・組
織力を向上させ、一人一人の子供の状況に応じた教育の実現を目
指していきます。

学校における働き方改革

今日の学校を取り巻く環境は、複雑化・多様化しており、貧困
問題への対応や保護者からの要望への対応など、学校に求められ
る役割も拡大しています。また、教育の質の向上のための授業革
新や様々な教育課題への対応も求められています。こうした中、
教師の長時間勤務の状況を改善し、教師が子供と向き合う時間を
確保するため、学校や教師の業務の役割分担・適正化や勤務時間
管理等に係る取組の徹底、必要な環境整備等、学校における働き
方改革の推進に向けた取組を行っています。

児童生徒への修学支援

児童生徒が家庭の経済状況に関わらず安心して教育を受けられ
るよう、家庭の教育費負担の軽減に取り組んでいます。具体的に
は、義務教育段階の就学援助、高等学校等就学支援金制度（授業
料を対象）や、低所得世帯向けの返済不要の高校生等奨学給付金
制度（授業料以外の教育費を対象）等による支援を行っています。

いじめ等の問題行動等への対応、
体罰禁止の徹底、キャリア教育の推進

●いじめ等の問題行動等への対応　
いじめ等の問題行動等について、道徳教育の推進や体験活動の充

実などの未然防止のための取組や、相談体制の充実や関係機関との
連携などの早期発見・早期対応のための取組を推進しています。

●体罰禁止の徹底　
体罰は学校教育法で厳に禁止されています。文部科学省では、

体罰の実態把握のための調査の実施や、懲戒と体罰の区別につい
て具体例を示すなどの取組を通じて、体罰禁止の徹底に努めてい
ます。

●キャリア教育の普及・促進　
子供たちが自立して生きていくために必要な能力を培うキャリ

ア教育を推進しています。近年は、起業体験や地方創生も重要な
観点となっています。

特別支援教育の推進について

障害のある子供については、その能力や可能性を最大限に伸ば
し、自立し、社会参加するために必要な力を培うため、一人一人の
教育的ニーズを把握し、特別な配慮の下に、適切な教育を行う必
要があります。国連の障害者権利条約が提唱する「インクルーシ
ブ教育システム」の構築のため、障害の状態等に応じ、特別支援
学校や小・中学校の特別支援学級、通級による指導、通常の学級
といった、連続性のある多様な学びの場を活用した指導や、障害
の状態や特性に応じた教材・支援機器の活用等を推進しています。

足の下に設置したスイッチを押して打楽器装置を使用する児童生徒
（国立特別支援教育総合研究所の研究成果報告書の写真を一部加工）
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情報化社会・グローバル社会を
生き抜く力の育成

●教育の情報化の推進
社会の情報化が急速に進展する中で、子供たちが情報や情報手

段を主体的に選択し活用していくための基礎的な資質としての情
報活用能力を身に付け、情報社会に主体的に対応していく力を備
えることがますます重要となっています。

また、一人一人に最適な学びや教師の働き方改革の実現に向け、 
教育における ICT（情報通信技術）を基盤とした先端技術等の効
果的な活用への期待が高まっています。

一方で、これらの基盤となる学校における ICT 環境の整備は十
分に進んでおらず、整備状況に自治体間で差があるなどの課題を
抱えており、令和の時代にふさわしい学校 ICT 環境の整備が急務
となっています。

このため、情報活用能力の育成の推進、教科指導における ICT
活用の推進、統合型校務支援システムの導入促進、先端技術や教
育ビッグデータの効果的な活用方策の検討、学校の ICT 環境整備
の促進など、幅広く取り組んでいるところです。

●グローバル人材の育成等
グローバル化が加速する社会においては、豊かな語学力・コミュ

ニケーション力、主体性、異文化理解の精神を身に付けたグローバ
ル人材を初等中等教育段階から育成することが求められます。また、
外国語によるコミュニケーション能力は、これまでのように一部の
業種や職種だけではなく、生涯にわたる様々な場面で必要とされる
ことが想定されます。

令和 2 年には小学校における外国語活動が中学年へ、教科とし
ての外国語科が高学年において導入されます。小・中・高等学校
の新学習指導要領の実施に向けては、英語をはじめとする外国語
教育の強化や新小学校学習指導要領に対応した教材の整備、英語
教員の指導力・英語力の向上などに取り組んでいます。また、グロー
バル化に対応したカリキュラム開発を行うスーパーグローバルハ
イスクール事業に加え、令和元年度から Society 5.0 の実現に向
けて、高校生のより高度な学びを実現し、国際的に活躍するイノ
ベーティブなグローバル人材育成を目指すＷＷＬ（ワールド・ワイ
ド・ラーニング）コンソーシアム構築支援事業や地域との協働によ
りグローバルな視点を持って地域を支えるグローカルリーダーを
育成する事業を新たに実施しています。

小学校 5・6 年生用新教材 “We Can ！ ” 及び 3・4 年生用新教材 “Let’s Try ！ ”

幼児教育の振興

幼児期は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う大切な時期であ
り、全ての幼児に質の高い幼児教育の機会が提供されることが重
要です。このため、①幼児教育の無償化による保護者の経済的負
担の軽減、②平成 29 年 3 月に改訂された幼稚園教育要領の実施
等による教育内容の充実、③地方公共団体における幼児教育推進
体制の構築に向けた取組を通じた幼児教育の質の向上、④「子育
て安心プラン」に基づく幼稚園における待機児童の受入れなどに
ついて取り組んでいます。

また、平成 27 年 4 月から開始された子ども・子育て支援新制
度においては、全ての子供や子育て家庭を対象に幼児期の教育や
保育、地域の子育て支援を総合的に提供することとしています。
関係府省が連携しながら、幼稚園、保育所、認定こども園を通じ
た共通の給付（施設型給付）を創設するとともに、認定こども園
制度の改善、地域の実情に応じた子ども・子育て支援（地域子ども・
子育て支援事業）の充実を図っているところです。

さらに、令和元年 10 月からは、子ども・子育て支援法の一部
を改正する法律（令和元年法律第７号）が施行され、３歳から５
歳までの全ての子供の幼稚園、保育所、認定こども園等の費用の
無償化が実施されています。

教科書の充実

教科書は、学校における教科の主たる教材として、児童生徒が
学習を進める上で重要な役割を果たすものです。教育の機会均等
を実質的に保障し、全国的な教育水準の維持向上を図るため、小・
中・高等学校、特別支援学校等においては、教科書を使用しなけ
ればならないこととされています。

我が国では教科書検定制度を採用しており、民間の発行者が著
作・編集した図書に対し学習指導要領や教科用図書検定基準等に
基づき検定を行い、原則として、これに合格したものの中から、
実際に教科書として使用するものが採択されます。また、義務教
育無償の精神をより広く実現する施策として教科書無償給与制度
を実施するとともに、障害のある児童生徒が十分な学習ができる
よう、拡大教科書などの教科用特定図書等について、その普及を
図っています。

平成 30 年度に実施した制度改正により、平成 31 年 4 月から、
紙の教科書を主たる教材として使用することを基本とし、必要に
応じて学習者用デジタル教科書を併用することができるようにな
りました。学習者用デジタル教科書の活用により、全ての児童生
徒の学習が充実すること、教科書の内容へのアクセシビリティが
向上することを目指し、引き続き取り組んでまいります。

EDUCATION
教育
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新しい時代にふさわしい
教育制度の柔軟化の推進

●夜間中学における就学の機会の提供等
夜間中学は、義務教育を修了していない学齢経過者や、不登

校など様々な事情により十分な教育を受けられないまま中学校を
卒業した者、本国や我が国において十分に義務教育を受けられな
かった外国籍の者などの義務教育を受ける機会を実質的に保障す
るための様々な役割が期待されます。

文部科学省は、全ての都道府県に少なくとも一つ、人口規模や
都市機能に鑑み、全ての指定都市に夜間中学の設置を目指すとい
う方針を掲げ、支援策等を通じて設置に向けた検討を促進すると
ともに、夜間中学に入学・在学しやすい環境づくりに取り組んで
います。

学校健康教育の充実

子供たちが心身ともに健やかに育つことができるよう、食育・
学校給食、学校保健に関する取組を進めることが重要です。

子供たちが生涯にわたって健全な食生活を営むことができるよ
う、食に関する正しい知識を習得し、自ら判断する力を身に付け、
望ましい食習慣の定着につなげていくため、平成 17 年度から制
度が開始された栄養教諭を中心に学校における食育を推進してい
ます。また、学校給食において、地場産物を活用したり、地域の
郷土料理・伝統料理などを献立に活用したりする取組等を推進し
ています。

さらに、食物アレルギーやメンタルヘルスなど、多様化・複雑
化する子供の健康課題に対応し、子供たちが生涯にわたって自ら
の健康を保持増進できるようにするため、喫煙や飲酒、薬物乱用、
性に関する指導などの保健教育を推進しています。また学校、家
庭、地域の専門機関等が連携し、児童生徒等の健康づくりを推進
する学校保健委員会の設置を推進する等、学校保健に関して、学
校内の体制整備を促進するとともに、地域の保健・医療機関等と
連携する等、地域と一体となった取組を推進しています。

給食を食べる児童（提供：高知県四万十町）

 

高等学校教育改革

高等学校進学率は現在約99％となっており、高等学校は国民的
な教育機関になる一方、生徒の能力・適性、興味・関心、進路は
多様化しています。こうした生徒のニーズに対応し、これからの
時代を生き抜くために必要な力を身につけるため、地域との協働
による高等学校教育の充実や、高校生のための学びの基礎診断の
推進、農業・工業・商業などの職業教育の推進など、生徒一人一
人の個性を伸ばす特色ある高等学校づくりを可能とするための改
革を進めています。

文 部 科 学 省 の 概 要 11
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大学・大学院等の振興

●大学教育の将来展望を見据えた施策の推進
グローバル化や知識基盤社会の到来、少子高齢化の進展等、社

会が大きく変化しつつある中、大学は、幅広い教養と高い専門性を
備えた人材の育成、様々な研究を通じた諸問題の解決など、国民生
活や社会経済の発展に大きく寄与しています。また、地域活性化の
拠点としての役割なども担っており、新たな知と価値を創造・発信し、
能動的に社会をリードしていくことが求められています。

このような国民や社会の期待に応えるため、文部科学省では教育
再生実行会議や中央教育審議会での提言や議論も踏まえつつ、大学
改革を確実に実行段階へと移し、世界トップレベルの大学力の実現
を目指します。

●大学教育の質の保証と向上
21 世紀を生きる人々の多様な「知」を育む場所として、学生

の主体的な学びや考える力を育成する大学教育への質的転換が必
要です。これまでの中央教育審議会答申等においても、大学教育
の質的転換の必要性や大学教育の入り口から出口までの質保証と
して三つの方針（卒業認定・学位授与の方針、教育課程編成・実
施の方針、入学者受入れの方針）の一体的策定・公表や、認証評
価制度の改革等が提言されました。また、高大接続システム改革
会議最終報告では、高等学校教育、大学教育、大学入学者選抜を
一体的に改革する高大接続システム改革の具
体的方策について提言されています。

これを踏まえ、文部科学省は、更なる施策
の検討や法令等の制度の整備、予算の確保等
を通じ、高大接続改革等を含めた大学教育の
質の保証と向上を図っています。

●大学院教育の充実
中央教育審議会において、今後の社会変化に対応するため、社

会を先導する人材「知のプロフェッショナル」の育成を大学院が
中心的に担うこと等が提言されています。これを踏まえ、国際的
に卓越した博士人材の育成とともに、人材育成・交流及び新たな
共同研究が持続的に展開される拠点を形成する「卓越大学院プロ
グラム」等を通じた成果の創出・横展開等をはじめとした、大学
院教育の体質改善を進めています。

博士課程教育リーディングプログラムでの学生主体のグループワーク

●国公私立大学を通じた大学教育改革の支援
大学教育の質の向上や大学の機能別強化など、高等教育機関と

して迅速に対応すべき政策課題の解決を図るため、革新的・先導
的な教育研究プログラムの開発や卓越した教育研究拠点の形成に
向けた取組を、国公私立を問わず、競争的環境の下で支援してい
きます。

私学部

EDUCATION
教育

高等教育の振興のための様々な政策を推進して
います。大学、短期大学、高等専門学校の設置
認可及び評価を通じた教育の質の保証、大学教
育改革の支援や高度専門職業人材の養成などを
進めるとともに、入学者選抜、学生支援、大学
の国際化と留学生交流、国立大学の一層の活性
化などに関する事務を行っています。また、税
制上の優遇措置、私学助成、経営の指導・助言
などを通じ、私立学校の振興に努めています。

高等教育局
［こうとうきょういくきょく］

大学や大学院を中心とする
高等教育の振興を図ります。

● 高等教育企画課

● 私学助成課

● 学生・留学生課

● 国立大学法人支援課

● 専門教育課

● 私学行政課

● 大学振興課

● 参事官（学校法人担当）

● 医学教育課
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●社会の期待に応える国立大学改革
平成 16 年の法人化以降、各国立大学法人では、法人化のメリッ

トを活
い

かし、それぞれの特色や長所を活かした機能強化の取組が進
められてきましたが、急激な社会経済状況の変化の中で、更に我が
国の成長と発展へ積極的な貢献をすることが期待されています。

文部科学省は 6 年ごとに国立大学法人が達成すべき業務運営に
関する目標を定め、国立大学法人はその目標達成のための計画を
たてることになっています。平成 28 年度から始まった第 3 期中
期目標期間においては、持続的な競争力を持ち、高い付加価値を
生み出すため、各国立大学がそれぞれの強み・特色を生かした大
学改革を推進する必要があると打ち出しました。平成 29 年度に
は世界最高水準の教育研究活動の展開が相当程度見込まれる大学
を文部科学大臣が指定する「指定国立大学法人制度」を創設して
います。文部科学省は、各大学がこれまでの機能強化の取組を生
かしつつ、より一層、高い機能を発揮できるよう、改革を引き続
き後押ししていきます。

●高度専門職業人等や技術者の養成
大学は、各産業の職業分野等の社会のニーズを踏まえた高度な

専門的知識・能力を持つ高度専門職業人等の養成を担っています。
例えば、医療系の学部では、志高く地域医療を担う医師や、未来
の医療を創造する優秀な研究医等、急速な医療ニーズの変化に対
応できる優れた医療人材の養成に努めています。
「専門職大学院」は、社会の各分野において指導的な役割を果
たすとともに国際的に活躍できる高度専門職業人の養成に目的
を特化した大学院の課程（専門職学位課程）です。法曹養成（法
科大学院）、教員養成（教職大学院）、会計、経営管理、MOT（技
術経営）、公共政策などの多様な分野で開設されています。
「専門職大学・専門職短期大学・専門職学科」は、専門分野での
即戦力としての実践力と新たなモノやサービスを創り出す創造力
を有する専門職業人の養成を目的とする大学・短期大学です。平
成 31 年 4 月に専門職大学 2 校、専門職短期大学 1 校が開学しま
した。
「高等専門学校」は、中学校卒業後の 5 年一貫で実験・実習を重
視した専門教育を行う高等教育機関であり、ものづくりを支える
実践的・創造的技術者を養成しています。

奨学金事業

奨学金事業は、教育の機会均等と人材育成を目的とする重要な
教育施策であり、独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）をは
じめとして、様々な団体によって幅広く実施されています。

JASSO の無利子奨学金制度については、
平成 29 年度より大幅に拡充し、貸与基準を
満たす希望者全員への貸与を実現するととも
に、返還月額が卒業後の所得に連動する、所
得連動返還型奨学金制度を導入するなど、大
学等奨学金事業の充実を図っています。また、
令和 2 年 4 月からは、授業料等減免制度の創
設と給付型奨学金の拡充からなる高等教育の
修学支援新制度を実施します。この新制度に
より、しっかりとした進路への意識や学修意
欲があれば、経済的理由により修学困難な学
生でも、大学、短期大学、高等専門学校、専
門学校で学ぶことができるチャンスを確保し
ます。

私立学校の振興

我が国の私立学校は、それぞれが建学の精神に基づき、個性豊
かな教育・研究活動を行っています。私立学校に在学する学生・
生徒等の割合は、大学・短期大学で約 7 割、高等学校で約 3 割、
幼稚園で約 8 割となっており、我が国の学校教育において重要な
役割を果たしています。

文部科学省としては、安定的・継続的な学
校運営のため、経常費補助を中心とする私学
助成、日本私立学校振興・共済事業団におけ
る貸付事業、税制上の優遇措置、学校法人へ
の経営指導・経営改善支援などの各種施策を
通じて、私立学校の振興を図っています。

大学の国際化と留学生交流の推進

社会の多様な場面でグローバル化が加速する中、国際的に活躍
できる人材の育成の重要性が増しています。そうした高度人材の
育成を担う中核として、我が国の大学には、教育・研究環境の国
際化や学生の双方向交流の拡大など、国際化の推進が強く求めら
れています。

文部科学省は、海外の大学との連携等により徹底した国際化を進
める大学を支援する「スーパーグローバル大学創成支援」、戦略的
に重要な国・地域を対象に質保証を伴う国際教育連携の取組を支援
する「大学の世界展開力強化事業」等を推進しています。平成 28
年現在では、海外の大学との間で約 3 万 8,000 件の大学間交流協
定が結ばれ、単位互換やダブル・ディグリー・プログラムの実施な
ど組織的・継続的な教育連携を構築する大学が増えています。

また、ASEAN と日中韓の枠組みによる協議やガイドラインの策
定等を通じて、アジアの高等教育圏の形成と域内の学生交流を促進
しています。

一方、我が国の大学等で学ぶ外国人留学生数は、平成 30 年 5 月
現在で 29 万 8,980 人に上っています。また、
日本から海外への留学者数は、平成 28 年現在
で 5 万 5,969 人となっています。

令和 2 年までに日本人の海外派遣数と外国
人留学生受入数の倍増を目指し、民間の協力を
得て学生等の海外留学を支援する「トビタテ！
留学 JAPAN 日本代表プログラム」の推進、優
秀な外国人留学生の戦略的な受入れの促進等
に取り組んでいます。

トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラム 第 8 期生壮行会
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「JASSO」「奨学金」

「学びたい気持ちを応
援します　高等教育の
修学支援新制度」

「大学生等の留学生交流 
・国際交流の推進」

「私立学校の振興」
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科学技術・学術に関する
基本的な政策の企画・立案

文部科学省では、5 か年の政府の基本方針である第 5 期科学技
術基本計画（平成 28 年〜令和 2 年度）等に基づき、「世界で最
もイノベーションに適した国」の実現に向けて科学技術及び学術
の振興に取り組んでいます。科学技術・学術政策局では、同計画
を踏まえ、将来にわたる持続的な成長と社会の発展の実現に向け
た科学技術イノベーション政策を企画・立案及び推進しています。
また、こうした重要政策について調査・審議することなどを目的と
して、科学技術・学術審議会を設置し、幅広く審議しています。同
審議会において、基本計画の推進状況を全体俯

ふ

瞰
か ん

の観点からフォ
ローアップするなど、同計画の推進に積極的に貢献しています。

科学技術に関する調査・評価等

科学技術に関する内外の動向調査や分析のほか、「科学技術イ
ノベーション政策のための科学」の推進を通じ、客観的根拠（エ
ビデンス）に基づく政策の企画立案等の充実を図っています。ま
た、「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」を策
定し、これに沿って研究開発評価の実施や取組の定着・改善を進
めています。

加えて、科学技術基本法に基づき、毎年、政府が科学技術に関
して講じた施策について、科学技術の振興に関する年次報告（科
学技術白書）を作成し、国会に提出しています。

科学技術関係人材の育成

第 8 回科学の甲子園全国大会都道府県代表チーム対抗の実技競技の様子
（提供：科学技術振興機構）

人口減少・少子高齢化が急速に進む中で、我が国が成長を続け、
新たな価値を生み出していくためには、科学技術イノベーション
を担う多様な人材の育成・確保が重要です。科学技術人材の裾野
拡大を図るとともに、優れた研究人材の育成を推進するため、初
等中等教育、高等教育、更には博士号取得以降の各段階における
人材育成を体系的に進めるとともに、若手・女性・外国人研究者
や研究支援人材、技術士など多様な人材の活躍促進、公正な研究
活動の推進に向けた取組を進めています。

SCIENCE& TECHNOLOGY

科学技術・学術

科学技術イノベーションの連続的創出を実現す
るための基本的な政策の企画・立案を行ってい
ます。科学技術に関する調査・評価等のほか、
児童生徒から第一線の研究者・技術者に至るま
での幅広い科学技術関係人材の育成、科学技術
分野における国際活動の戦略的推進、産学官連
携の推進、地域における科学技術の振興や研究
開発基盤の整備・共用・プラットフォーム化な
どの分野横断的な取組により、科学技術イノ
ベーション政策の推進を行っています。

科学技術・
学術政策局
[ かがくぎじゅつ・がくじゅつせいさくきょく ]

イノベーションの連続的創出を
実現するための仕組みを作ります

● 研究開発基盤課

● 企画評価課

● 政策課

● 産業連携・地域支援課

● 人材政策課
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「科学技術基本計画」 「科学技術・学術審議会」
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また、広く一般国民の科学技術に関する関心と理解を深めるた
め、毎年 4 月に科学技術週間を実施し、「一家に 1 枚」ポスター
の制作・配布などの取組を行っています。

科学技術に関する
国際活動の戦略的推進

世界各国・地域との科学技術協力や国際機関への協力を推進し
ています。また、地球規模で抱える課題に対応し、我が国の優れ
た科学技術と外交を連携させる「科学技術外交」を展開するため、
国際共同研究等を推進しています。さらに、研究者の派遣・受入
れを通じた国際交流を推進し、国際的な研究ネットワークの構築
に向けた取組を進めています。

また、持続的な開発目標（SDGs）は「誰一人取り残さない」
社会の実現を目指し、経済・社会・環境をめぐる広範な課題に統
合的に取り組むための目標として国連で採択された「持続可能な
開発のための 2030 アジェンダ」に掲げられたものです。

SDGs 達成のための科学技術イノベーション（STI for SDGs）
への期待が高まるなか、文部科学省では、STI 施策を通じた
SDGs 達成への文部科学省の貢献のあり方を整理し、その実現の
ために必要となる施策を体系的に示した「STI for SDGs 文部科
学省施策パッケージ」を策定するなど、STI for SDGs の推進に
努めています。

地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム（SATREPS）採択課題『テーラーメード育種と栽培技
術開発のための稲作研究プロジェクト』におけるイネの遺伝子解析実験の様子（相手国：ケニア共和国）

イノベーション創出に向けた
人材、知、資金の好循環システムの構築

我が国の発展に資するイノベーションの実現や、大学等の教
育・研究の活性化のためには、人材、知、資金の好循環を創出し
ていくことが不可欠です。このため、産学官による共同研究の推
進、大規模産学連携研究拠点の構築、大学発ベンチャーの創出促
進、研究経営人材や起業家マインドを持つ人材の育成、知的財産

の戦略的活用等に関する事業を実施していま
す。また、「地方創生」に資するイノベーショ
ンシステムの構築は、地域の魅力を生かした
新しい製品やサービスの創出、既存産業の高
付加価値化のために重要です。このため、地
域主導による科学技術イノベーションの創出
を支援しています。

研究開発基盤の強化

世界最先端の研究成果を創出するには、研究者が使用する研
究施設・設備・機器など研究開発の基盤となるものを世界最先
端の水準に維持する必要があります。このため、大型放射光施設

（SPring-8）や X 線自由電子レーザー施設（SACLA）、大強度陽子
加速器施設（J-PARC）をはじめとする研究施設・設備等の整備・
共用を行うとともに、学術研究のみならず高い産業ニーズが見込
まれる次世代放射光施設について、官民地域パートナーシップに
よる計画を推進しています。また、幅広い分野の研究開発に役立
つ最先端の計測分析技術・機器に係る研究開発・利用研究を推進
しています。

さらに、科学技術イノベーション創出の基盤技術として、近年
重要性が高まっている量子科学技術に係る研究開発を強力に推進
し、我が国の経済・産業の重要課題の解決に貢献することを目指
すとともに、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が我が
国の量子科学技術を支えるプラットフォームとしての機能を最大
限に発揮できるよう、取組を進めています。

加えて、非連続的なイノベーションを積極的に生み出すため、
経済・社会的にインパクトのある出口を明確に見据え、挑戦的な
目標を設定したハイリスク・ハイインパクトな研究開発を推進し
ています。

大型放射光施設 ＳＰｒｉｎｇ - ８　Ｘ線自由電子レーザー施設 ＳＡＣＬＡ
（理化学研究所：兵庫県佐用町）  提供：理化学研究所

「産学官連携、
地域科学技術振興」

「一家に 1 枚 日本列島７億年」ポスター
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「科学技術週間 HP」

「研究施設共用に対
する取組」

「量子ビーム」 「量子科学技術研究
開発機構」
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学術研究・基礎研究の推進

学術研究や基礎研究は、新たな知のフロンティアを拓
ひ ら

く礎であ
るとともに、イノベーション創出の源泉でもあり、人類共通の知
的資産の拡大に貢献するものです。

このため、大学や大学共同利用機関等での独創的な発想に基づ
き、多様な知を生み出す学術研究を推進し、それを支える基盤的
経費を確実に措置するとともに、科学研究費助成事業（科研費）
を拡充し、その審査システムの見直しや研究費の複数年度使用を
可能とする基金化などの制度改革を積極的に推進しています。ま
た、大規模学術フロンティア促進事業では、梶田隆章・東京大学
教授が平成 27 年ノーベル物理学賞を受賞するに至った「スーパー
カミオカンデ」によるニュートリノ研究の推進や、そうした研究
から生み出される大量のデータを安定かつ高速の通信によって全
国研究者の共同利用につなぐ「学術情報ネットワーク（SINET5）」
の整備など、国際的な研究拠点の形成による世界トップレベル研
究の推進とそれを支える研究活動基盤の整備を行っています。

一方で、基礎研究は、イノベーションの創出による社会経済の
発展の源泉としても重要な役割を担っているため、戦略的創造研
究推進事業等の競争的資金によるイノベーション指向の基礎研究
を推進しています。また、国立研究開発法人理化学研究所では、
自然科学全般に関する総合的研究機関として、イノベーションの
実現に向けた研究開発に取り組んでいます。さらに、世界トップ
レベル研究拠点プログラム（WPI）では、高度に国際化された研
究環境と世界トップレベルの研究水準を誇る「目に見える国際頭
脳循環拠点」の形成を目指しています。

令和元年の吉野彰氏のノーベル化学賞受賞により、日本人の
ノーベル賞受賞者は 27 名となり（※）、特に 21 世紀以降における
我が国の自然科学系 3 分野のノーベル賞受賞者は 18 名と米国に
次いで世界第二位となっています。我が国の学術研究・基礎研究
の持続的な成果創出に向けて、引き続き多様な支援や関連施策の
充実に取り組むことが重要です。

ライフサイエンス分野における
研究開発の推進

ライフサイエンスは、生命が営む生命現象の複雑かつ精緻なメ
カニズムを解明する科学であるとともに、その成果は国民の健康
長寿の実現や新型インフルエンザや薬剤耐性菌等感染症への対
応、食料・環境問題の解決につながるなど、国民生活の向上及び
国民経済の発展に大きく貢献することが期待されています。文部
科学省では、再生医療の実現に向けた人工多能性幹細胞（iPS 細胞）

SCIENCE& TECHNOLOGY

科学技術・学術

研究者の独創的な発想に基づく学術研究を研究
機関の支援や研究助成等により振興するととも
に、ライフサイエンス、情報通信、ナノテクノ
ロジー・材料科学技術、素粒子・原子核等の分
野において政策に基づき将来の応用を目指す基
礎研究の振興を図り、同時に研究設備等の研究
インフラの整備や幅広い利活用に関する政策を
進めています。

研究振興局
［けんきゅうしんこうきょく］

大学等における学術研究・基礎
研究、政策課題に対応した科学
技術の振興を図ります

● 振興企画課

● ライフサイエンス課

● 学術機関課

● 参事官（ナノテクノロジー・物質・材料担当）

● 基礎研究振興課

● 参事官（情報担当）

● 学術研究助成課

スーパーカミオカンデ
（提供 : 東京大学宇宙線研究所神岡宇宙素粒子
研究施設）

2019 年ノーベル賞を受賞された吉野彰博士
（提供：旭化成株式会社）

（※）米国籍の南部陽一郎氏（平成 20 年）、中村修二氏（平成 26 年）を含む。カズオ・
イシグロ氏は含まない。
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等の研究、がんや生活習慣病等の予防・治療
に向けた基礎・基盤研究、脳機能の解析と認
知症やうつ病等の精神・神経疾患克服に向け
た脳科学研究、ゲノム医療の実現に向けた研
究開発等を推進するとともに、幅広いライフ
サイエンス研究に貢献する解析機器、データ
ベース、バイオリソース等の基盤の整備を行っ
ています。また、ライフサイエンス研究に伴って生じうる安全面、
生命倫理面の課題に対し適切に対応すべく、法令・指針の策定・
運用等を行っています。

線維芽細胞から樹立したヒト iPS 細胞のコロニー（集合体）
（提供：京都大学　山中伸弥教授）

情報科学技術分野における
研究開発の推進

情報科学技術は、画期的なコンピューティング技術、データ解
析技術、ネットワーク技術等により、あらゆる分野の成果創出の
鍵となっており、サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合す
ることにより経済的発展と社会的課題の解決を両立する「Society 
5.0」の実現に向けて欠かすことのできない共通基準技術です。
特に人口知能技術においては、近年、ビッグデータを処理するハー
ドウエアの進化と深層学習を含む機械学習の発展を契機として、
社会的認知度が大きく高まり、世界中で盛んに研究開発が進めら
れています。文部科学省では、理化学研究所革新知能統合研究セ
ンター（AIP センター）を拠点とした革新的な基盤技術の研究開
発と、挑戦的な研究課題へのファンディングを一体的に実施し、
人工知能技術の研究開発・社会実装に向けた取組を推進していま
す。また、令和 3 〜 4 年の運用開始を目標に、世界最高水準の汎
用性のあるスーパーコンピュータ「富岳」の開発を推進するとと
もに、スーパーコンピュータ「富岳」を中核
として全国の大学等のスーパーコンピュータ
を学術情報ネットワーク（SINET5）で結び、
多様な利用者ニーズに応える計算環境を実現
する「革新的ハイパフォーマンス・コンピュー
ティング・インフラ（HPCI）」を構築し、成
果創出の取組を推進します。

研究開発中の自律飛行ドローン及び深層学習に基づくインフラ構造物の損傷箇所自動検出技術
（提供：理化学研究所、東北大学）

ナノテクノロジー・材料科学技術分野に
おける研究開発の推進

ナノテクノロジーは、ナノ（10 億分の 1）メートルのオーダー
で原子・分子を操作・制御すること等により、ナノサイズ特有の
物質特性等を利用して全く新しい機能を発現させる技術です。ナ
ノテクノロジー・材料科学技術は、科学技術の新たな可能性を切
り拓き、先導する役割を担うとともに、複数の領域に横断的に用
いられ、広範かつ多様な技術分野を支える「先導的基盤技術」と
いうべきものです。Society 5.0 の実現に向けてもフィジカル空
間を支える基盤技術として重要な役割を担っており、例えば物質・
材料研究機構においては、ニオイを小型かつ高感度で検知する新
たな嗅覚センサが開発され、実用化に向けた取組が行われていま
す。その他文部科学省では、我が国の産業競
争力強化に不可欠である革新的なレアアース
等の希少元素代替材料の開発や、データ科学・
情報科学を駆使して材料開発期間の大幅な短
縮を実現する新たな材料開発手法の構築、先
端的なナノテクノロジー研究設備の共用ネッ
トワークの構築等を推進しています。

嗅覚センサによる呼気測定（提供：物質・材料研究機構）

素粒子・原子核分野における
研究開発の推進

物質を形作る素粒子や原子核の性質を加速器という実験装置で
探り、物質の構造、元素の起源や自然界に働く力の解明等を目指
しています。113 番元素（ニホニウム）の発見や小林・益川両博
士のノーベル賞受賞などの成果があり、最近では同受賞に貢献し
た KEKB を大幅に改造した Super KEKB 加速器 /Belle Ⅱ測定器に
よる国際共同実験を開始しました。文部科学省では、自然の基本
法則の追求やそのための最先端加速器の開発等を推進しています。

SuperKEKB 加速器 /Belle II 測定器（提供：高エネルギー加速器研究機構）

「ライフサイエンス
の広場」

「材料のチカラ」

「革新知能統合研究セン
ター（AIP センター）」
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宇宙・航空分野の研究開発の推進

宇宙開発利用は、通信・放送、気象予報、地球観測などによる
国民生活の質の向上や産業の発展、宇宙科学研究による新たな知
識の獲得など、我が国の存立基盤の一翼を担い、また、子供たち
に夢を与える必要不可欠なものです。

一方、航空機は、経済社会の発展及び国民生活の向上に不可欠
な存在であり、航空機産業の競争力強化や旅客機の安全性向上に
資する先端技術等の追求は非常に重要なものです。

ロケット打上げについては、世界最高水準の信頼性の確立を目指
した取組を進めており、近年では、基幹ロケットの打上げに 46 機
連続で成功しています。基幹ロケットによって打ち上げられる人工
衛星は、大規模自然災害における被災状況の把握、気候変動メカニ
ズムの解明などに貢献しており、その開発を通じて得られた成果は
我が国の技術力の向上にもつながっています。また、「国際宇宙ス
テーション計画」において我が国は「きぼう」日本実験棟及び宇宙
ステーション補給機「こうのとり」を運用しており、宇宙環境利用
の総合的な推進に向けて諸外国と協力して取り組んでいます。
● 人工衛星等を必要なときに打ち上げる能力を維持・確保するた

め、新型基幹ロケット H3 をはじめとする宇宙輸送システムに
関する研究開発を推進しています。

● 地球環境観測や災害監視に貢献するリモートセンシング衛星や、
国際競争力を有する通信衛星等の研究開発を推進しています。

● 国際宇宙ステーション等による宇宙環境利用を総合的に推進し
ています。

● 月周回有人拠点「ゲートウェイ」を含む月探査に、「きぼう」や「こ
うのとり」で培った我が国の強みを活かして参画していきます。

● 「はやぶさ２」に代表される太陽系の生い立ちを探る探査活動
や、宇宙の起源を探る天文観測など、世界最高水準の宇宙科学
研究を推進しています。

● 旅客機の安全性、環境適合性向上や静粛超音速機や電動航空
機を実現する航空科学技術等の研究開発を推進しています。

原子力分野の研究開発の推進

文部科学省は、国として戦略的に重要な原子力の研究開発を実
施しています。東京電力福島第一原子力発電所（1F）事故を踏ま
え、基礎基盤研究や人材育成を進めるとともに、原子力損害の賠
償など原子力災害からの復興に向けた取組を推進します。

「JAXA」 「「はやぶさ２」プロジェ
クトトップページ」

SCIENCE& TECHNOLOGY

科学技術・学術

環境エネルギー、地震・防災問題など社会的課
題の解決のための研究開発や、ロケットや人工
衛星、核燃料サイクルや核融合エネルギー、海
底探査や南極地域観測など宇宙、原子力、海洋・
地球等の分野における国家規模の研究開発を推
進しています。

研究開発局
［けんきゅうかいはつきょく］

宇宙、原子力、海洋や環境エネ
ルギー、地震・防災などの大規
模な研究開発を行います

● 開発企画課

● 宇宙開発利用課

● 海洋地球課

● 参事官（原子力損害賠償担当）

● 地震・防災研究課

● 原子力課

● 環境エネルギー課
H-ⅡB ロケット 8 号機による宇宙ステーション補給
機「こうのとり」8 号機（HTV8）の打上げ
※令和元年は、「こうのとり」打上げ 10 周年（提供：
三菱重工 /JAXA）

月周回有人拠点「Gateway」イメージ（提供：
JAXA）

18 Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology

http://www.jaxa.jp/
http://www.hayabusa2.jaxa.jp/


● 原子力災害からの復興を加速させるために、1F の廃止措置や
環境回復等の必要な研究開発を推進しています。

● 原子炉で使用した燃料を再処理し、再び燃料として有効利用す
ることや、放射性廃棄物の減容・有害度低減に貢献する、核燃
料サイクルに関する研究開発を推進しています。高速増殖炉「も
んじゅ」等の廃止措置を、安全かつ着実に進めています。

● 研究機関や大学におけるシビアアクシデント研究等の原子力安
全確保等に貢献する基礎基盤研究・人材育成の取組を推進して
います。

● 立地地域との共生のための取組や、核不拡散・原子力平和利用
の確保のための取組等を推進しています。

廃炉国際共同研究センター

環境エネルギー分野の研究開発の推進

経済成長と温室効果ガスの大幅な排出削減の両立や気候変動へ
の適応等に貢献するため、クリーンで経済的なエネルギーシステ
ムの実現に向けた研究開発を推進しています。
● 次世代半導体や次世代蓄電池等の省エネルギー社会の実現に

資する革新的なエネルギー技術の研究開発を推進しています。
● 国内外の気候変動対策（緩和策・適応策）の基盤となる高精度

な気候変動予測情報の創出やメカニズムの解明など、気候変動
予測に係る研究開発を推進しています。

●「地上に太陽をつくる」といわれる核融合エネルギーの実現に
向けて、国際協力に基づく ITER 計画・幅広いアプローチ（BA）
活動など、先端的な核融合研究開発を推進しています。

海洋・極域分野の研究開発の推進

海洋資源の有効活用や、地球環境問題の解決、海域地震への防
災などに向けた調査研究に取り組むとともに、深海や地球内部と
いった未知の領域を明らかにするため、海洋・極域分野の研究開
発に取り組んでいます。
● 海洋を中心とした地球システムを包括的に理解するため、調査

船や無人探査機等による海洋調査・観測に加え、地球温暖化な
どの気候変動解明の鍵とされる北極・南極地域の観測・研究な
どに取り組んでいます。

● 海底での巨大地震発生メカニズムの解明や、海底下生命圏の探
求などを目的とし、地球深部探査船「ちきゅう」等による深海
掘削を行う国際深海科学掘削計画（IODP）
を日米欧主導で進めています。

地球深部探査船「ちきゅう」Ⓒ JAMSTEC/IODP

地震・防災分野の研究開発の推進

日本は、平成 30 年７月豪雨や東日本大震災をはじめ、地震や
津波、火山噴火、台風、豪雨、豪雪など自然災害が多く発生する
地域に位置しており、こうした自然災害による被害の軽減を目指
した研究開発を推進しています。
● 地震調査研究推進のための方針を立案し、地震の発生確率・規

模の予測精度向上や、地震発生メカニズム解明に向けた調査研
究を実施しています。

● 地震が発生した際の社会的・経済的被害が大きいと想定される
南海トラフ地震や首都直下地震等を対象とした大規模な調査観
測・研究プロジェクトを実施しています。

● 防災については、実大三次元震動破壊実験施設（E −ディフェ
ンス）を利用した耐震技術に関する研究のほか、様々な自然
災害に対応した防災科学技術の研究開発を推進しています。

「廃炉国際共同研究センター」

「南極地域観測事業」

「地震調査研究推進本部」

「 地 球 深 部 探 査 船
『ちきゅう』」

「Ｅ－ディフェンス」
実大三次元震動破壊実験施設「Ｅ－ディフェンス」（提
供：防災科学技術研究所）

209X 年の温暖化した世界における日本周辺の降水量分布予測（文部科学省「統
合的気候モデル高度化研究プログラム」による成果）

「環境エネルギー分野
における研究開発」

「核融合分野におけ
る研究開発」
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SPORTS

スポーツ
スポーツ庁の創設

スポーツ庁は、スポーツの価値を日本から世界に広げ、誰もが
スポーツを楽しむ環境を整えるため、平成 27 年 10 月に文部科
学省の外局として新たに設置されました。スポーツ庁では、スポー
ツに関する横断的な基本政策を提示し、関係府省の施策の調整を
行うとともに、関係府省と連携して、スポー
ツを通じた健康増進、地域・経済活性化、国
際交流・協力といった新たな分野にも取り組
み、スポーツ基本法の理念である「国民が生
涯にわたり心身ともに健康で文化的な生活を
営む」ことができる社会の実現を目指します。

スポーツを通じた健康増進

スポーツ庁では、国民全体が生涯にわたり
スポーツに親しみ、自らの健康増進、ひいて
は、健康寿命の延伸を図り、健康長寿社会を
実現していくことを目指しています。そのた
め、年代、性別、障害の有無等にかかわらず、
全ての人々が気軽にスポーツに親しめる環境
を整備し、スポーツのきっかけづくりや習慣
化を促す事業を実施しています。

障害者スポーツの振興

障害者がスポーツを通じて社会参画することができるよう、障害
者スポーツの振興に積極的に取り組んでいます。具体的には、地域
においてスポーツ関係者・障害福祉関係者が連携・協同体制を構築
し、障害の有無にかかわらず身近な場所でス
ポーツを実施できる環境整備への支援や、障害
児・者にとって身近な施設である特別支援学校
等を地域における障害者スポーツの拠点として
いく取組を推進することで、障害者スポーツの
更なる普及・振興を図ることとしています。

平成 29 年度全国障害者スポーツ大会

「組織案内」

「国民のスポーツライフ」

「障害者スポーツ」

地域スポーツの振興、学校体育の充実、国際競
技力の向上、オリパラムーブメントの推進のほ
か、スポーツ庁創設を機に、スポーツを通じた
健康増進、障害者スポーツの振興、地域・経済
活性化、国際交流・協力等に積極的に取り組ん
でいきます。

スポーツ庁
［すぽーつちょう］

スポーツに関する施策を総合的
に推進し、スポーツ立国の実現
を目指しています

● 政策課

● オリンピック・パラリンピック課

● 競技スポーツ課

● 参事官（民間スポーツ担当）

● 健康スポーツ課

● 参事官（地域振興担当）

● 国際課

「Sport in Life ロゴマーク」

2020 年東京大会のレガシーに向けて、一人でも多くの方が
スポーツに親しむ社会の実現を目的とし、生活の中に自然と
スポーツが取り込まれている「スポーツ・イン・ライフ」と
いう姿を目指しています。
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スポーツを通じた地域・経済活性化

スポーツを通じた地域・経済活性化のためには、スポーツ産業
の活性化、スポーツ環境の充実、そしてスポーツ人口の拡大がつ
ながっていく好循環が重要です。スポーツツーリズムや、多数の
参加者・観衆が見込めるスポーツイベントの開催、大規模な大会
やスポーツ合宿の誘致等のスポーツを核とし
た地域活性化に向けた取組を推進するととも
に、スポーツ施設の魅力・収益性の向上、スポー
ツ経営人材の育成、スポーツと他産業との融
合・拡大など、スポーツを我が国の成長産業
へと転換していくための取組を推進していき
ます。

学校における体育・運動部活動の充実

体育・保健体育の学習指導要領においては、児童生徒が豊かな
スポーツライフを実現することを重視し、生涯にわたって、運動
に親しむ資質や能力を育てること等を目標としています。この趣
旨を踏まえ、学校における体育・保健体育の授業の充実や運動部
活動の活性化等、指導の充実に向けた支援を行っています。

体育の授業の様子（出典：品川区立豊葉の杜学園）

国際競技力の向上

アスリートは人間の可能性の極限を追求しており、その活躍は
国民に夢や感動などをもたらすものです。こ
のようなアスリートが国際競技大会等におい
て優秀な成績を収めることができるよう、各
競技団体の強化活動やアスリートの発掘・育
成、スポーツ医・科学、技術開発、情報等に
よる支援、強化・研究活動等の拠点の充実な
どに取り組んでいます。

2020 年東京オリンピック・パラリンピック
競技大会の開催準備

2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を成功さ

せるためには、大会に参加するアスリートが最高のパフォーマン
スを発揮できるように体制を整えていくことが必要です。スポー
ツ庁においては、関係府省庁とともに、2020 年東京オリンピック・
パラリンピック競技大会の円滑な準備・運営のため、公益財団法
人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会や東京
都、公益財団法人日本オリンピック委員会（JOC）、日本パラリ
ンピック委員会（JPC）などと連携し、オールジャパン体制で取
り組んでいきます。また、スポーツを通じた国際貢献や、オリンピッ
ク・パラリンピック教育の全国展開により、大会の成功はもちろん、
オリンピック・パラリンピック・ムーブメントを国内外へ広げて
いきます。

大会組織委員会 “TOKYO 2020 みんなの Tomorrow” プロジェクトの様子
（出典：Photo by Tokyo2020）

スポーツを通じた国際交流・協力

我が国では、2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技
大会の開催国として、スポーツ分野における国際貢献策「Sport 
for Tomorrow」プログラムを進めています。

このプログラムは、世界のよりよい未来のために、あらゆる世
代の人々にスポーツの価値とオリンピック・パラリンピック・ムー
ブメントを広げていく取組であり、2014 年から 2020 年までの
7 年間で、100 か国以上の国において、1,000 万人以上を対象に
して、スポーツを通じた国際協力及び交流、国際スポーツ人材育
成拠点の構築、国際的なアンチ・ドーピング推進体制の強化支援
などを実施しています。

Sport for Tomorrow におけるタンザニア代表野球チームの大会出場支援
（提供：（独）日本スポーツ振興センター）

「子供の体力向上」

「国際競技力の向上」

「学校体育・運動部活動」

「国際交流・国際協力」

「スポーツによる地
域・経済の活性化」
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CULTURE

文　　化
文化芸術政策の総合的推進

平成 30 年 3 月 6 日に文化芸術基本法に基づく「文化芸術推進
基本計画」（第 1 期）が閣議決定されました。この計画は、平成
30 〜令和 4 年度の 5 年間を対象とし、今後の文化芸術政策の目
指すべき姿やその実現に向けた政策の基本的な方向性を明示して
います。また、文化庁は、京都への本格移転を見据え、文化に関
する基本的政策の企画立案や関係行政機関の事務の調整などを新
たな任務に加え、抜本的な機能強化・組織再編を図りました。こ
れらに基づき、関係省庁との更なる連携を図りながら、我が国の
文化財や伝統等の価値を世界へ発信するとともに、文化芸術が生
み出す社会への波及効果を生かして、諸課題を乗り越え、成熟社
会に適合した新たな社会モデルの構築につなげるため、文化芸術
政策の総合的な推進に取り組んでいます。

令和元年度認定日本遺産「日本海の風が生んだ絶景と秘境」鳥取砂丘の風紋と麒麟獅子

芸術文化の振興

音楽、演劇、舞踊、映画、アニメーション、マンガ等の芸術文化は、
人々に感動や生きる喜びをもたらして人生を豊かにするものであ
ると同時に、社会全体を活性化させる上で大きな力となるもので
あり、その果たす役割は極めて重要です。

文化庁では、我が国の芸術文化を振興するため、音楽、演劇、
舞踊等の舞台芸術創造活動への支援、若手をはじめとする芸術家
の育成、子供の文化芸術体験の充実、地域の芸術文化活動への支
援、文化庁メディア芸術祭の開催をはじめとした映画やアニメー
ション、マンガ等のメディア芸術の振興等に取り組んでいます。

文化芸術による子供の育成事業（巡回公演事業）オーケストラ公演

京都への本格移転（遅くとも令和 3 年度中を
目指す）に向け、新・文化庁にふさわしい組織
改革・機能強化を図りつつ、新たな「文化芸術
立国」（文化芸術振興を国の政策の根幹に据え
た国づくり）の実現を目指して、文化芸術振興
に関する様々な政策を進めています。具体的に
は、芸術家等の育成や芸術創造活動への助成、
地域文化の振興、国宝や史跡をはじめとする文
化財の保存・活用、博物館の振興、国際文化交
流の推進、著作権の保護・活用、国語の改善・
普及、外国人に対する日本語教育を進めていま
す。また、宗教に関する事務を行っています。

文化庁
［ぶんかちょう］

京都への本格移転を見据えつつ、
新たな「文化芸術立国」を目指
して文化芸術の振興を図ります

● 政策課

● 文化財第二課

● 著作権課

● 文化経済・国際課

● 参事官（文化創造担当）

● 参事官（芸術文化担当）

● 文化財第一課

● 企画調整課

● 宗務課

● 文化資源活用課

● 国語課
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日本博

2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を
契機に、「日本博」を展開中です。「縄文から現代」及び「日本
人と自然」というコンセプトの下、「日本の美」を体現する文化
プロジェクトを四季折々・年間を通じて全国
各地で展開することで、文化による国家ブラ
ンディングの強化、インバウンド拡充と訪日
外国人の地方への誘客を促進することを目
指しています。

文化財の保存・活用

文化財は、我が国の長い歴史の中で生まれ、今日まで守り伝え
られてきた貴重な国民の財産です。このため国は、文化財保護法
に基づき重要なものを国宝・重要文化財、史跡・名勝・天然記念
物等として指定等行い、現状変更や輸出などに一定の制限を課す
一方、保存修理や防災施設の設置、史跡等の公有化等に対し補
助を行うことにより、文化財の保存を図っています。また、日本
遺産をはじめとする地域の文化財の一体的活用、国内外に向けた
分かりやすい解説の充実・多言語化、適切な周期による修理や次
の修理までも文化財を美しく保つ美装化などの取組を進めること
で、文化財を真

し ん

に人を引きつけ、地域の人の心のよりどころとな
るよう活用していくこととしています。

また、我が国の有形・無形の文化遺産の、ユネスコの世界文化
遺産・無形文化遺産への登録を進めています。

さらに、博物館が、我が国の文化の発信や理解促進を目指し、
地域活性化やインバウンド受け入れにも貢献する観点からも、多
言語化等の先進的取組の促進や、学芸員の資質向上などの人材育
成に関する施策を通じて、博物館全体の振興を進めています。

国宝清水寺本堂屋根施工の様子（京都府）

国際文化交流と国際協力の推進

文化芸術に係る国際的な交流及び国際協力の推進を図ること
は、我が国の文化芸術活動の発展を図るとともに、世界の文化芸
術活動の発展に資するものです。

文化庁では、文化に携わる我が国の専門家を「文化交流使」と
して派遣するほか、芸術による国際文化交流を推進するなど、日
本の優れた文化を広く世界に発信しています。

また、海外の文化遺産が適切に保護されるよう、積極的に文化
遺産保護の国際協力を推進し、専門家の派遣や招へい等、人材育
成支援を行っています。

新しい時代に対応した著作権施策の推進

社会の変化や情報技術の発達・普及等に対応した著作権制度の
整備を行うため、文化審議会著作権分科会を設置し、検討を行っ
ています。

また、著作物の円滑な利用・流通を促進するための様々な施策
を行うとともに、著作権に関する教育事業を実施しています。

さらに、海外における海賊版対策や著作権に関する国際的な
ルール作りへの参画など、国際的な課題への対応も行っています。

平成 30 年度図書館等職員著作権実務講習会（東京会場）の様子

国語施策と外国人に対する
日本語教育施策の推進

日本文化の基盤としての国語の重要性を踏まえ、文化審議会国
語分科会（旧国語審議会）の審議、答申等に基づき、「常用漢字表」
等を周知するほか、「国語に関する世論調査」を実施するなど、国
語の改善及びその普及を進めています。

また、日本語教育の実施に対する支援、日本語教育を行う人材
の養成、各種の調査研究などを通じて、国内で生活している外国
人に対する日本語教育を推進しています。

宗務行政

宗教法人法に基づく宗教法人の認証事務や宗教に関する資料の
収集などを行い、宗教法人制度の適正な運用に努めています。

また、文部科学大臣の諮問機関として宗教法人審議会が設置さ
れています。

「文化庁ホームページ」 「文化庁広報誌「ぶんかる」」

令和元年度文化交流使・田村圭吾氏によるドバイの調理師専門学校（ICCA）における調理実習
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文部科学省全体の政策の総合調整を担っていま
す。人事、総務、会計などの一般管理事務のほ
か、政策評価、情報公開、広報、情報処理、国
際関係事務、国際援助協力などの分野での総括
事務を行っています。

パリに本部を置く国連教育科学文化機関（ユネ
スコ）との連携の下で、国内外におけるユネス
コ活動の推進に取り組んでいます。「人の心の
中に平和のとりで」を築くというユネスコの理
念を踏まえ、持続可能な開発目標（SDGs）の
達成に向けて、持続可能な開発のための教育

（ESD）やアジア太平洋地域に対する教育・科
学分野の協力事業、我が国におけるエコパーク
や世界ジオパーク、創造都市ネットワーク等の
ユネスコ登録事業の実施等を担っています。

国際統括官

大臣官房
［だいじんかんぼう］

［こくさいとうかつかん］

文部科学省の舵
かじ

取
とり

役

SDGs の達成に向けたユネスコ活
動を推進します

国際会議への対応

2019（令和元）年 7 月、G7 教育大臣会合及び G7 教育・開
発大臣合同会合がフランスにて開催され、幼児教育や教師の能力
開発といった議題について G7 各国による議論が行われました。

また、日本が議長国を務めた G20 サミットの関連イベントと
して、同年 9 月、東京の国連大学を会場に、「21 世紀の教育施策」
をテーマとする国際会議を開催し、G20 各国の教育関係者をはじ
めとする約 300 名の参加者が集まり、教育施策の重要性や国際
連携の必要性などについて、活発なやり取りが交わされました。

第 39 回ユネスコ総会

ユネスコ・文部科学省共催イベント「持続可能な開発のための教育（ESD）：気候変動アクション
に向けた学び」における記念撮影（日本からは、大学生 1 名（左から 2 人目）及びユネスコスクー
ルの高校生 1 名（左端）が参加）

G7 教育大臣会合出席者らによる記念撮影

「日本ユネスコ国内
委員会」

● 人事課

● 国際課

● 会計課

● 総務課

● 政策課
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安全・安心で質の高い文教施設を目指し、学校施
設整備におけるガイドラインを示すとともに、非
構造部材※を含めた耐震化や防災機能の強化、エ
コスクールや老巧化した施設の長寿命化対策の推
進等を行っています。また、災害発生時における
被害情報等の収集や学校施設の災害復旧の支援を
行っています。さらに、国立大学等における教育
研究活動を支えるキャンパス環境の整備充実を推
進しています。 
※非構造部材：建物の構造体以外の、天井材、照明器具、窓ガラス、外装材、
内装材、設備機器、家具等

大臣官房

文教施設企画
・防災部
［ぶんきょうしせつきかく・ぼうさいぶ］

安全・安心で質の高い
文教施設を目指します

安全・安心な学校施設の整備推進と
災害対応・災害復旧

学校は、児童生徒等が生き生きと学習や生活をすることができる安
全で質の高い施設環境を確保し、教育内容・方法の多様化や、少子高
齢化・情報通信技術の進歩等、社会状況の変化などに柔軟に対応して
いくことが重要です。

このため、学校施設の計画及び設計における留意事項を示した学校
施設整備指針や事例集等を作成し、学校の設置者に周知しています。

また文部科学省では、地方公共団体が行う公立学校施設の整備事業
へ国庫補助を行い、非構造部材を含めた耐震化の取組を支援するとと
もに、教育機能のみならず避難所等として必要な諸機能を備えておく
という観点から、避難経路の整備や外階段の設置、備蓄倉庫、屋外ト
イレ、自家発電設備の整備等、学校施設の防災機能の強化を支援して
います。

災害発生時には児童生徒等の安全確保など必要な措置を講じるよう
関係機関に要請するとともに、被害情報の収集に努めています。さらに、
公立学校施設の災害復旧に要する経費の一部を国庫負担しています。

このほかにも、学校施設における環境負荷の低減や自然との共生を
考慮するとともに、児童生徒等の環境教育の教材として活用し、地域
の環境・エネルギー教育の発信拠点とするため、エコスクールの整備
を推進しています。

一方、建築後 25 年以上経過した公立小中学校施設の建物面積のう
ち、7 割超が改修を要するものとなっており、校舎等の老朽化が大き
な課題となっています。限られた予算でできる限り多くの学校の安全面・
機能面の改善を図るには、従来の築 40 年程度での建て替えだけでなく、
工事費が安価で廃棄物量も少なく、70 〜 80 年程度の使用が可能とな
る長寿命化改修への転換を図るようにすることが必要です。このため、
平成 25 年度より、建物の耐久性を高めるとともに子供たちにとって快
適な教育環境を提供する長寿命化改修に対する補助制度を創設しまし
た。また、学校施設の老朽化対策を計画的に進めるための手引を作成し、
各地方公共団体による学校施設の長寿命化の取組を支援しています。

国立大学等施設の整備推進

国立大学等の施設は、創造性豊かな人材育成や独創的で多様な学術
研究、高度先進医療の提供等を推進するために不可欠な教育研究の基
盤です。

しかしながら、建築後 50 年以上を経過した施設が急増するなど、
老朽化による安全面・機能面の問題、また、維持管理経費の確保など
の経営面の問題が生じており、国際競争力の強化や産学官連携の推進
など高度化・多様化する教育研究活動に対応する上で課題があります。

これらを踏まえ、文部科学省では、平成 28 年 3 月に「第 4 次国
立大学法人等施設整備 5 か年計画」（平成 28 〜 32 年度）を策定し、
同計画に基づいて、質の高い、安全な教育研究環境の確保や機能強化
に資する整備を重点的に行うと同時に、大学経営の一環として戦略的
な施設マネジメントの取組を推進しています。

老朽化した古い校舎を良好な教育環境に改修

先端的な研究環境の整備

「学校等の施設整備」

「公立学校の施設整備」 「防災への取組」「学校施設への環境対策」

「国立大学法人等の施設整備」

● 施設企画課

● 計画課

● 施設助成課

● 参事官（施設防災担当）
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文部科学省 5兆5,287億円
（5.4%）
［8.9%］

地方交付税交付金等
15兆9,850億円
（15.8%）

一般歳出
61兆9,639億円
（61.1％）
［100.0％］

厚生労働省
32兆358億円
（31.6%）
［51.7%］

国土交通省 7兆223億円
（6.9%）
［11.3%］

その他
9兆8,835億円
（9.7%）
［16.0%］

国債費
23兆5,082億円
（23.2%）

農林水産省 2兆2,361億円
（2.2%）
［3.6%］

防衛省 5兆2,574億円
（5.2%）
［8.5%］

（注） 1.（　）は、国の予算全体に対する割合。
 2.［　］は、一般歳出に対する割合。

（1） 国の予算

人件費等 2,388億円（4.3%）

国立高専機構運営費
626億円（1.1%）

国立大学法人等施設整備
1,155億円（2.1%）

公立学校施設整備
1,608億円（2.9%）

文化芸術関係予算※3

1,067億円（1.9%）

奨学金事業
1,244億円（2.3%）

幼稚園就園奨励費 141億円（0.3%）
スポーツ関係予算※4 350億円（0.5%）
留学生関係予算 361億円（0.7%）
教科書購入費 448億円（0.8%）

科学技術予算
9,861億円
（17.8%）

国立大学法人
運営費交付金
1兆971億円
（19.8%）

義務教育費
国庫負担金
1兆5,200億円
（27.5%）

私学助成
関係予算※４

4,376億円
（7.9%）

5兆5,287億円
（100%）

高校生等への
修学支援
3,873億円
（7.0%）

その他教育関係（生涯学習等）1,664億円（3.0%）

（2） 文部科学関係予算の構成

資料１	 令和元年度予算

区　分 平成30年度
予算額

令和元年度
予算額

増△減額
伸　率

文部科学関係予算 5兆2,938億円 5兆5,287億円 2,349億円
4.4％

※1　幼児教育無償化等に伴う予算組替後の数字。　　※2　消費税率引上げに伴う需要変動に対して機動的な対応を図るための「臨時・特別の措置」 2,084億円を含む。
※3　国際観光旅客税財源を充当する事業100億円を別途計上。　　※4　私学助成関係予算、スポーツ関係予算については重複計上がある。

※2,3※1
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幼保連携型
認定こども園

小学校

小学部

義 務 教 育

中学校

中 等 教 育 学 校 通信制課程

大　学

専門職大学

専門職大学院

（学　部）

通信制課程

定時制課程

通信制課程

専門職
短期大学

短期大学

専修学校
専門課程

大学院

高等学校

中学部 高等部 特別支援学校

専修学校
高等課程

専修学校一般課程

各種学校

（前期課程）（後期課程）

義 務 教 育 学 校 　 　

（前期課程） （後期課程）

定時制課程

通信制課程

幼稚園

幼稚部

高等専門学校

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

学年

学年

（注）（1）＊印は専攻科を示す。
　　　（2）高等学校、中等教育学校後期課程、大学、短期大学、特別支援学校高等部には修業年限１年以上の別科を置くことができる。
　　　（3）幼保連携型認定こども園は、学校かつ児童福祉施設であり０～２歳児も入園することができる。
　　　（4）専修学校の一般課程と各種学校については年齢や入学資格を一律に定めていない。

資料２	 日本の学校制度
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教育機関に対する公的支出

※1 調査年は2017年。  　※2 初等教育に就学前教育を含む
資料：OECD「Education at a Glance2019」

教育分野以外の私的部門への公的資金移転や支払い
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注）１. 各国とも、2000年度の科学技術予算（各国通貨）を100としている。
　　２. 日本は科学技術基本計画の策定を踏まえ、2001年度に対象経費の範囲が見直されている。また、各年度とも当初予算である。
　　３. 米国、ドイツ、フランスの2016年度の値は、暫定値である。
資料）日本：内閣府のデータを元に文部科学省作成。 ＥＵ : Eurostat database 
　　　中国：科学技術部「中国科技統計数据」  その他の国：OECD, Main Science and Technology Indicators, Vol. 2019 /6. 

中国（2016）
1348.3

韓国（2017）
520.1 

米国（2018）179.6
ドイツ（2018）191.0
英国（2017）162.2

日本（2018）115.0
フランス（2018）112.4 

日本

英国
韓国

米国
ドイツ フランス

中国

資料３	 一般政府総支出に占める公財政教育支出の構成（2016年）

資料４	 2000年度を100とした場合の各国の科学技術関係予算の推移
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          4,521

                                  19,892
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  1,141
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 782

          4,324

　　　1,207,884

　 603,954

　　　　　　　　　　　6,427,867

　　　　　　　　  3,251,670

34,559

                          3,235,661

32,325

143,379

57,467

119,035

                       2,909,159

      776,407

         95,592

         92,883

                        420,659

                       247,229

3,015

                      232,802

2,629

        84,600

4,224

7,660

                 187,163

    50,158

※高等学校、短期大学、大学には、このほかに通信制の学校があります。 資料：文部科学省「学校基本統計」（平成30年度）
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短大入学者数（万人）

専門学校入学者数（万人）

大学入学者数（万人）

高校等卒業者数（万人）

高専4年次在学者数（万人）

進学率２（大学＋短大）
58.1%

収容力（大学＋短大）※現役のみ
88.8%

進学率１（大学＋短大＋高専＋専門学校）
82.6%

現役志願率（大学＋短大）
61.2%

大学： 53.7%
短大： 4.4%
高専４年次：0.9%
専門学校： 23.6%

大学：53.7%
短大： 4.4%

大学：56.8%
短大： 4.4%

大学：88.0%
短大：98.3%

18歳人口（万人）

18歳人口は、平成21～令和2年頃までほぼ横ばいで推移するが、令和3年頃から
再び減少局面に突入し、令和22年には約88万人まで減少することが予測されている。

● 18歳人口＝３年前の中学校卒業者数及び中等教育学校前期課程修了者数
● 進学率１＝当該年度の大学・短大・専門学校の入学者、高専４年次在学者数
 　　　　　　　　　　　　18歳人口
● 進学率２＝当該年度の大学・短大の入学者数
 　　　　　18歳人口
○ 高校等卒業者数＝高等学校卒業者数及び中等教育学校後期課程修了者数
○ 現役志願率＝当該年度の高校等卒業者数のうち大学・短大へ願書を提出した者の数
 　　　　　　　　　　　当該年度の高校等卒業者数
○ 収容力　＝当該年度の大学・短大入学者数
                   当該年度の大学・短大志願者数

出典：文部科学省「学校基本統計」（令和元年度は速報値）。令和14年～22年度については国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年度推計）
　　  （出生中位・死亡中位）」を元に作成   ※進学率、現役志願率については、小数点以下第２位を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある。

（※現役のみ）
（※現役のみ）
（※現役のみ）

資料５	 学校数・在学者数・教員数（平成30年5月1日現在）

資料６	 18歳人口と高等教育機関への進学率等の推移
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関係独立行政法人等の紹介
名　　称 電話番号 ホームページアドレス

国立教育政策研究所（NIER） ０３（６７３３）６８３３ https://www.nier.go.jp/

科学技術・学術政策研究所（NISTEP） ０３（３５８１）２３９１ https://www.nistep.go.jp/

教職員支援機構（NITS） ０２９（８７９）６６１３ https://www.nits.go.jp/

国立特別支援教育総合研究所（NISE） ０４６（８３９）６８０３ https://www.nise.go.jp/nc/

大学入試センター ０３（３４６８）３３１１ https://www.dnc.ac.jp/

日本学生支援機構（JASSO） ０３（６７４３）６０１１ https://www.jasso.go.jp/

国立高等専門学校機構 ０４２（６６２）３１２０ https://www.kosen-k.go.jp/

大学改革支援・学位授与機構（NIAD-QE） ０４２（３０７）１５００ https://www.niad.ac.jp/

日本私立学校振興・共済事業団 ０３（３２３０）１３２１ https://www.shigaku.go.jp/

国立科学博物館 ０３（３８２２）０１１１ https://www.kahaku.go.jp/

国立青少年教育振興機構 ０３（３４６７）７２０１ https://www.niye.go.jp/

国立女性教育会館（NWEC） ０４９３（６２）６７１1 https://www.nwec.jp/

日本学術振興会（JSPS） ０３（３２６３）１７２２ https://www.jsps.go.jp/

科学技術振興機構（JST） ０４８（２２６）５６０１ https://www.jst.go.jp/

理化学研究所（RIKEN） ０４８（４６２）１１１１ https://www.riken.jp/

物質・材料研究機構（NIMS） ０２９（８５９）２０００ https://www.nims.go.jp/

量子科学技術研究開発機構（QST） ０４３（３８２）８００１ https://www.qst.go.jp/

日本医療研究開発機構（AMED） ０３（６８７０）２２００ https://www.amed.go.jp/

防災科学技術研究所（NIED） ０２９（８５１）１６１１ http://www.bosai.go.jp/

海洋研究開発機構（JAMSTEC） ０４６（８６６）３８１１ http://www.jamstec.go.jp/j/

宇宙航空研究開発機構（JAXA） ０３（５２８９）３６５０ http://www.jaxa.jp/

日本原子力研究開発機構（JAEA） ０２９（２８２）１１２２ https://www.jaea.go.jp/

日本スポーツ振興センター（JSC） ０３（５４１０）９１２４ https://www.jpnsport.go.jp/

日本芸術文化振興会 ０３（３２６５）７４１１ https://www.ntj.jac.go.jp/

国立美術館 ０３（３２１４）２５６１ http://www.artmuseums.go.jp/

国立文化財機構 ０３（３８２２）１１９６ https://www.nich.go.jp/
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文部科学省の今と昔をテーマとした
展示・イベント空間
開館時間 10：00～18：00
休館日　  土・日・祝日、年末年始
入館料　  無料

▲旧大臣室（昭和８年当時を復原）

文
部
科
学
省

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
／
S
N
S

文
部
科
学
省

「
情
報
ひ
ろ
ば
」

（@mextjapan）

◆ 今日の出来事
文部科学省の日々の活動を映像や写
真で紹介するコーナー。（随時更新）

◆ 文部科学広報
文部科学行政に関する重要な施策や
最近のトピックス等について、広く情
報提供する文部科学省の広報誌。
（月１回発行・電子書籍）

（@mextjapan）

文部科学省 MEXT

文部科学省 MEXT

（@mextjapan）
文部科学省 MEXT

文部科学省 検索

文部科学省庁舎案内等
［中央合同庁舎  第7号館  東館］

32F
￨ 

20F
（会計検査院）

19F

18F 研究開発局

17F 研究振興局

16F 科学技術・学術政策研究所

15F 科学技術・学術政策局

14F 高等教育局

13F 高等教育局、スポーツ庁

12F 大臣官房 （総務課、国際課）、国際統括官

11F 大臣官房 （総務課）

10F 大臣官房 （人事課、政策課）

9F 総合教育政策局

8F 初等中等教育局

7F 初等中等教育局

6F 国立教育政策研究所

5F 国立教育政策研究所 ［旧文部省庁舎］

4F 大臣官房 （会計課） 6F 文化庁、講堂

3F 講堂 5F 文化庁

2F エントランスホール
4F 文教施設企画・防災部

3F 情報ひろば、図書館

1 食堂
2F

1F ラウンジ
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https://twitter.com/mextjapan
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文部科学省の概要

MEXT（メクスト）とは、
文部科学省の英語表記である "Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology" の略称です。
MECSSTの発音からMEXTと表記しています。

〒100-8959  東京都千代田区霞が関3-2-2　TEL 03-5253-4111（代表）　　【令和元年12月発行】

ht tps ://www.mext .go. jp/

MEXTから
NEXT を。




